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2025年 8月 18日 

 

吸収合併に係る事前開示事項 

 

 

大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号 

株式会社翻訳センター 

代表取締役 二宮俊一郎 

 

 

株式会社翻訳センター（以下「当社」といいます。）は、当社を吸収合併存続会社とし、株式会社Ｆ

ＩＰＡＳ（以下「消滅会社」といいます。）を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本吸収合併」

といいます。）を行うことにいたしました。 

本吸収合併に関する会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 191条に定める事前開示事項は、下

記のとおりです。 

 

記 

 

1. 吸収合併契約の内容 

 

別紙 1のとおりです。 

 

 

2. 会社法第 749条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

 

当社は、消滅会社の発行済株式の全部を保有しているため、本吸収合併に際して株式、金銭その

他一切の対価を交付しません。当社は、本吸収合併の効力発生直前時において、消滅会社の完全

親会社であることから、当社はこれを相当であると判断いたしました。 

 

 

3. 会社法第 749条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

 

4. 吸収合併消滅会社についての計算書類等に関する事項 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 2のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

 

該当事項はありません。 
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(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

 

5. 吸収合併存続株式会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担そ

の他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社の債務（会社法第 799条第 1項の

規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。）

の履行の見込みに関する事項 

 

当社は、本吸収合併を行うにあたり、効力発生日以後における当社の債務の履行の見込みに関し、

下記のとおり判断しました。 

 

記 

 

(1) 消滅会社及び当社の最終事業年度の末日（2025年 3月 31日）以降本日までの間、消滅会社

及び当社の債務の履行に支障を及ぼすような大幅な減収、多額の損失の発生等は生じてお

らず、また、効力発生日までに消滅会社及び当社の資産及び負債の額が変動することも予想

されるものの、これらの変動を考慮しても効力発生日において当社の資産の額が負債の額

を上回ることが見込まれています。 

 

(2) また、本吸収合併の効力発生日以後において、本吸収合併後の当社が負担すべき債務の履行

に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

 

(3) 以上より、本吸収合併の効力発生日以後における当社の債務について、履行の見込みがある

ものと判断します。 

 

以上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 1 

吸収合併契約の内容 

 

（次頁以下に添付） 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2 

吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

（次頁以下に添付） 

 



 

 
 
 
 
 

第 15 期 

 

事業報告書 

 
自  2024 年４月１日 

 至 2025 年３月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ＦＩＰＡＳ 

 
 
 



 
 

事業報告 

 

自 2024 年４月 １日 

至 2025 年３月 31日 

 

 

１．当事業年度の事業の状況 

（１）事業の経過および成果 

当事業年度におけるわが国経済は、経済活動の正常化が一層進むなか、雇用・所得環境の改善や企

業の設備投資意欲の高まりを背景に緩やかな回復基調で推移したものの、国際的な情勢不安の長期化

に伴う原材料・エネルギー価格の高騰、為替変動による影響や世界的な金融引き締め政策の継続、米

国の政策動向による影響など、先行きの不透明な状況が続いております。 

翻訳センターグループを取り巻く翻訳事業環境におきましては、翻訳事業の需要は、顧客企業の業

績回復を背景に堅調に推移しました。 

このような環境のもと、当社では、親会社である翻訳センターグループの一員として、グループの

中核をなす翻訳事業の持続的成長を目指すとともに、新たな経営体制のもと、回復傾向にある特許出

願件数を背景に、課金率翻訳やMT翻訳をアピールし、企業の知財部に所属する弁理士への営業を積極

的に行うなど新規顧客の獲得に努めてまいりました。 

売上面につきましては、前期までの出願の主要顧客から大きな受注が見込めない中、当事業年度に

おいて期待していた顧客への翻訳定額制の提案も導入が見送りとなるなど、シェア拡大に至らず、そ

の他中堅顧客からの見積失注が続いたこともあり、売上高減収の要因となりました。 

利益面につきましては、MT/課金率翻訳のリソース拡充を図り、翻訳案件でも積極的に活用したこ

とで、売上総利益率は前期に引き続き改善（70.0％→72.3％）しました。加えて、販売費および一般

管理費は経営体制の変更に伴い人件費を中心に抑制したものの、前期に引き続き営業損失を計上する

こととなりました。 

これらの結果、当事業年度の売上高は 175,854 千円（前期 192,766 千円）、営業利益▲4,091 千円

（前期▲9,274 千円）、経常利益▲3,126 千円（前期▲12,210 千円）、当期純利益▲3,511 千円（前期

▲18,261 千円）となりました。 

 

 

（２）資金調達等についての状況 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 



 
 

 （３）財産および損益の状況推移 

区分 

第 12 期 第 13 期 第 14 期 第 15 期 
(2021 年度) (2022 年度) (2023 年度) (2024 年度) 

当事業年度 
売上高   （千円） 226,977 183,226 192,766 175,854 
経常利益  （千円） 4,375 ▲17,840 ▲12,210 ▲3,126 
当期純利益 （千円） 1,919 ▲15,801 ▲18,261 ▲3,511 
1 株当たり当期純利益（円） 1,066.54 ▲8,778.47 ▲10,145.36 ▲1,950.61 
総資産   （千円） 163,684 139,824 122,711 120,692 
純資産   （千円） 128,659 112,857 94,596 91,085 
 

 （４）対処すべき課題 

当社は、特許の外国出願代行を主たる業務とし、日本国内の製造業を主な顧客としております。

2024 年度の国内特許出願件数は、4年ぶりに 30 万件を超えた 2023 年度に引き続き増加しており、そ

れに伴い当社の外国出願受任件数も順調に回復しております。 

こうした状況を背景に、今後の経営管理体制の変更を通じて、翻訳品質の改善を図り、MT/課金率

の提案で競合との価格面での差別化により受注回復を目指していくことが必要であると認識してお

ります。 

 

 （５）主要な事業内容 

 当社は、外国出願用の特許明細書の作成から出願手続きの支援業務を主たる業務としております。 

 

 （６）主要な事業所および使用人の状況（2025 年 3月 31 日現在） 

   ①主要な事業所 

    ・本  社 ： 東京都港区 

    ・大阪支店 ： 大阪市中央区 

     

   ②使用人の状況 

従業員数（対前期末増減） 平均年齢 平均勤続年数 

15 名（１名減） 49.2 歳 9.6 年 

    注１ 上記人員は、株式会社翻訳センターからの受入出向社員を含んだ就業人員です。 

       なお、臨時従業員数を含んでおりません。 

    注２ 臨時従業員数の期末人員数は０人です。 

 

 

 

 

 

 



 
 

２．会社の株式に関する事項 

（１）発行可能株式総数 10,000株 

（２）発行済株式の総数  1,800株 

（３）株主数          １名 

（４）株主 

株主名 持株数 持株比率 

株式会社翻訳センター 1,800 株 100.00％ 

 

 

３．会社役員に関する事項 

（１）取締役および監査役の氏名等 

氏 名 地 位 重要な兼職の状況 

二宮 俊一郎 代表取締役社長 （株）翻訳センター 代表取締役社長 

（株）メディア総合研究所 代表取締役社長 

（株）福山産業翻訳センター 代表取締役社長 

南本 昌彦 取締役 （株）翻訳センター ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ営業部長 

川島 悠一 取締役 （株）翻訳センター 特許営業部長 

魚谷 昌司 監査役 （株）翻訳センター 取締役管理統括兼経理部長 

 

（２）取締役および監査役の報酬等の額 

      当事業年度における取締役及び監査役の報酬は以下のとおりであります。 

    取締役報酬 3,150 千円 

    監査役報酬 該当事項はありません。 

 

 

４．決算後に生じた会社の状況に関する重要な事実 

該当事項はありません。 

 

以 上 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

個別注記表 
1. 重要な会計方針 
（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

仕掛品 
 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定)を採用しております。 
(2) 固定資産の減価償却方法 

① 有形固定資産 
定率法を採用しております。ただし、2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構

築物については、定額法を採用しております。 
② 無形固定資産 

定額法を採用しております。 
なお、自社利用ソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）に基づいております。 

(3) 引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 
② 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。 
（4） その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
   消費税等の会計処理 
     税抜き方式によっております。 
 

2. 表示方法の変更 
該当事項はありません。 
 

3. 貸借対照表に関する注記 
（1） 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務  

短期金銭債務                     1,958 千円 
 

4. 損益計算書に関する注記 
（1） 関係会社との取引高 

仕入高                            22,534 千円 
 

5. 株主資本等変動計算書に関する注記 
（1） 当事業年度末における発行済み株式の数 

  1,800 株 
 

6. 関連当事者との取引に関する注記 
該当事項はありません。 



 
 

 
7. 1 株当たり情報に関する注記 

1 株当たりの純資産額     50,602 円 84 銭 
1 株当たりの当期純損失     1,950 円 61 銭 
 

8. 重要な後発事象に関する注記 
該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

監 査 報 告 書 
 

私、監査役は 2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 15 期事業年度の取締役の職務の執行

に関して監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告致します。 
 
１．監査の方法及びその内容 
 私、監査役は、取締役及び使用人との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び資産の調査をいたしまし

た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び計算書類について検討いたしました。 
 さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表、並びにその付属明細書）について検討いたしまし

た。 
 
２．監査の結果 
（１） 事業報告の監査結果 

一 事業報告は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は

認められません 
（２） 計算書類及びその付属明細書の監査結果 
    計算書類及びその付属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点 
    において適正に表示しているものと認めます。 

2025 年 5 月 27 日 
                       株式会社 FIPAS 

                                            監査役  魚谷 昌司          印 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


